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津山地域づくり審議会委員会



はじめに

津山町は、昭和２９年１１月３日に、柳津町と横山村が合併し

た町で平成１７年４月１日に登米郡８町と合併して登米市となり

ました。しかし、５０年続いた津山町としての営みはこれからも未

来永劫、永遠に続くものです。また津山町は１４６haの耕地の水

没と４００戸にのぼる家屋敷の移転を余儀なくされた北上川の改

修、街区と山林の大半を焼失した横山大火、幾度となく見舞われ

た南沢川の洪水を経験しましたが、この苦難の時代を住民一丸

となって乗り越えてきた歴史のある町でもあります。今回計画を策

定するにあたり、津山町制２５年にあたる昭和５４年１１月３日に

制定された町民憲章をもとに今後５年間の地域づくり計画を定め

るものです。

一 わたくしたちは、健康につとめ、やすらぎのある

住みよい町 をつくります
一 わたくしたちは、人の和をとうとび、心ふれあう

明るい町 をめざします
一 わたくしたちは、教養をたかめ、心豊かなすぐれた

文化の町 をそだてます
一 わたくしたちは、働くことをよろこび、活力みなぎる

豊かな町 をきづきます
一 わたくしたちは、美しい自然を大切にし、調和のとれた

緑の町 を ま も り ま す

令和７年３月
津山地域振興会長
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❖少子高齢化が進み、特に少子化が加速している
❖町内会などの団体の役員のなり手が少ない
❖農業・林業すべてにおいて後継者が少ない
❖コミュニティ事業に人が集まらない
❖商店が近隣の大型店舗の進出により縮小している
❖コンビニがない
❖子どもが減少し、柳津小学校と横山小学校が統合された
❖中学校では単独で部活が成立しない状況となっている
❖ボランティアの後継者が育たない
❖集える場所が少ない
❖三陸道の全線開通により観光客が減少した
❖行政区の人口にばらつきがある
❖行事に参加できない行政区が発生している
❖自然災害が多発している
などなど

❖少子高齢化が進み、特に少子化が加速している
❖町内会などの団体の役員のなり手が少ない
❖農業・林業すべてにおいて後継者が少ない
❖コミュニティ事業に人が集まらない
❖商店が近隣の大型店舗の進出により縮小している
❖コンビニがない
❖子どもが減少し、柳津小学校と横山小学校が統合された
❖中学校では単独で部活が成立しない状況となっている
❖ボランティアの後継者が育たない
❖集える場所が少ない
❖三陸道の全線開通により観光客が減少した
❖行政区の人口にばらつきがある
❖行事に参加できない行政区が発生している
❖自然災害が多発している
などなど

人口の減少・少子高齢社会

現 状
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第１章 序論

１ 計画の策定にあたって

（１）計画策定の趣旨

登米市は、平成２４年３月に「登米市まちづくり基本条例」を制定

し、「地域のことは地域で考え、地域自らの責任によってきめる」と

いう方針を打ち出し、津山町は平成２７年３月に第１次「津山地域づ

くり計画」を策定しました。また、５年が経過し、令和２年度に第２

次「津山地域づくり計画書」を策定しました。さらに、５年経過する

今年度において、第３次「津山地域づくり計画書」を策定するもので

す。

（２）計画の構成

この津山地域づくり計画書は、本章 「序論」のほか地域づくりを

行っていくうえでの「基本構想」と、それを実現するための「基本計

画」、「行動計画」の４つの章で構成します。

（３）計画の期間

令和７年度から令和１１年度までの５年間とします。ただし、ニー

ズに合わせ見直しを行うこととします。

（４）その他

基本計画の主要施策（行動計画）等については、毎年見直しを行い、

常に住民ニーズや、ライフスタイルに対応した計画とします。
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２ 津山町の概況（地域カルテ）

4



5



6



7



8



9



10



11



第２章 基本構想

１ 地域づくりの基本理念

昭和５４年１１月３日に制定された町民憲章の理念である。

わたくしたちは、恵まれた自然と誇りある歴史や伝統を守り、「静かな中

に活力ある町」づくりを目指すことを基本理念とします。

２ 地域づくりの基本方向

基本理念として掲げた「静かな中に活力ある町」づくりを尊重しながら、

方向性を具現化するため、次の５つのキーワードを展開したまちづくりを推

進します。

静

か

な

中

に

活

力

あ

る

町

やすらぎのある住みよい地域づくり（福祉の充実）

心ふれあう明るい地域づくり（健康づくりの推進）

心豊かなすぐれた文化の地域づくり（文化の振興）

活力みなぎる豊かな地域づくり（教育の充実）

調和のとれた緑の地域づくり（環境の整備・その他）
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第３章 津山地区地域づくり基本計画

１ やすらぎのある住みよい地域づくり（福祉の充実） 

   高齢化率が４４％と、少子化が大きく進み超高齢化状態となっていることに鑑み、高齢者福祉・児

童福祉の充実を図ります。 

１）高齢者福祉の充実 

・高齢者の生きがいづくりを推進します。 

２）児童福祉の充実 

・子どもたちの健全な育成を推進します。 

２ 心ふれあう明るい地域づくり（健康づくりの推進） 

   地域住民自らの主体的な取り組みのもと、一人ひとりが生活の質を高めて、健康で暮らせる（健康

寿命）期間を長く維持できるよう、健康づくりの推進をします。 

１）健康づくりの推進 

・スポーツを通した健康づくりを推進します。 

３ 心豊かなすぐれた文化の地域づくり（文化の振興） 

   芸術・文化は、先人の文化を継承し、ふれあいながら、地域住民一人ひとりが豊かな感性と情操を

培いうるおいとやすらぎのある生活の実現を目指し、芸術・文化の振興を推進します。 

１）芸術・文化の振興 

・ふれあいのある地域づくりを推進するため芸術・文化の振興を推進します。 

４ 活力みなぎる豊かな地域づくり（教育の充実） 

   地域住民に学習活動の機会が与えられるよう、公民館等を中心に青少年・成人・女性・高齢者等の

ライフステージごとに多様な講座を開設します。 

１）公民館講座で教育の充実 

・生涯学習の関心は深まっているものの、人口減少や学習ニーズの多様化により各種講座等の

参加者が減少しており、その時代にあった事業展開を推進します。 

５ 調和のとれた緑の地域づくり（環境の整備・観光 PR・その他） 

   津山杉の美しい緑や、北上川の清らかな水は、生活にうるおいとやすらぎを与えてくれ、暮らしの

中に香ってくれます。このかけがえのない自然を次世代へ継承していくため環境整備を推進してい

きます。 

１）環境整備の推進 

・地域住民の積極的な参加のもと、地域の環境整備の推進を図ります。 

２）その他 

・主体的な地域づくりを各種団体と協力しながら進めていきます。少子高齢化は受け入れなけ

ればならない現実の中、行政区ごとの自主的な活動による地域活性化。観光 PR による他の地域

からの集客・地域活性化を目指す。 
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第４章 津山地区地域づくり行動計画
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津山地域づくり計画審議会設置要綱

（目的）

第１条津山地域の望ましい地域づくりの目標を明らかにするため

に策定した津山地域づくり計画書を審査するため設置するもので

ある。

（所掌事務）

第２条審議会は、津山地域づくり計画書を審査し、その内容を答

申する。

（組織）

第３条審議会は、各種団体の長等により構成し、津山地域振興会

長が任命する。

（任期）

第４条審議会委員の任期は、目的が達成されたときに解任される

ものとする。ただし、欠員が生じたときは、補充することができ

るものとする。

（会長及び副会長）

第５条審議会に会長１名及び副会長１名を置き、委員の互選とす

る。

２ 会長は、会務を総理し審議会を代表する。

３ 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときはその職務を代

理する。

（会議）

第６条審議会は会長が招集し、会長がその議長となる。

２ 審議会は、おおむね３回とする。

（１）第１回は、委嘱状の交付及び計画書の説明

（２）第２回は、意見徴収

（３）第３回は、答申

（庶務）

第７条審議会の庶務は、津山地域振興会事務局において所掌する。

附 則

この要綱は、令和６年１２月９日から施行する。
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津山地域づくり計画審議会委員名簿

答 申 書

令和７年３月５日

津山地域振興会長 堀 田 耕 平 殿

津山地域づくり計画審議会

会 長 亀 井 武 宏

令和６年１２月９日付で諮問された「第３次津山地域づくり計画書」につい

て、慎重に審議した結果、妥当と認めましたので答申します。

なお、計画の推進に当たっては、常に見直しや修正を考慮しながら実施される

ことを要望します。
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お問い合わせ
津山地域振興会（津山公民館）
〒986-0402登米市津山町横山字本町24
TEL0225-69-2234 FAX0225-69-2203

「津山地域づくり計画」審議委員からのご意見一覧

❖「レコード鑑賞会」に参加してみて、持ち寄ったレコードを聴きながら昔を懐かしみ語

り合う。年代の違う人たちが集まって、それぞれのレコードを聴いていた時代をお互い

語り合うのが楽しい。出張カフェみたいなものもあっていいと思う。

❖「道の駅津山もくもくランド」の賑わい創出を地元の人たちで何かアクションを起こせ

ないか。

❖休校している「旧横山小学校」の活用を考えたいが、現状どうなっているのか？どう

やったら使用できるのか知りたい。

❖公民館行事やがんばる地域づくり応援交付金事業を行っているが、活動が終わった後の

アピールなど、何らかのアクションをしたらどうか。

❖津山町ならず空き家が増えている。空き家を使ったアイディアや事業をするための補助

金の説明など、そういう場を多く設けられないか。

❖人口減少と高齢化ではあるが、７０歳まで働く人もいて行事に参加したいが難しい。

運動会などのスポーツイベントは、もう体力の問題で参加は出来ない。

❖スマホを勉強して、LINEを使った市からの災害・防犯情報等、正確な情報を知りたい。

❖着付け教室に興味がある。その時に写真を撮ってSNS等を利用し、家族や親しい人に見

てもらう。

❖「絵手紙教室」に参加して、出来上がった作品を配食サービスの方に配布してみたい。

❖地域ごとの集まり懇親会などの場で、住民のつながる機会が少ない。イベントを通じて

参加、集まる場を提供してもらい、つながる機会が数回あるといい。
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